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（本人確認情報の開示請求書の提出） 

第三条 法第三十条の三十二第一項の規定による自己に係る本人確認情報の開示請求（以下

「開示請求」という。）は、本人確認情報開示請求書（様式第二号）により行わなければ

ならない。 

２ 知事は、次の各号のいずれかに掲げる方法により、開示請求を行う者が当該開示請求に

係る本人確認情報の本人であることを確認するものとする。 

一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十

五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カード（以下「個人番号カード」

という。）、運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規

定により交付された書類であって当該開示請求を行う者が当該開示請求に係る本人確

認情報の本人であることを確認するに足りるものの提示を求めること。 

二 やむを得ない理由により前号に掲げる方法によることができない場合には、当該開示

請求を行う者が当該開示請求に係る本人確認情報の本人であることを確認するため知

事が適当と認める書類の提示を求めること。 

３ 知事は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九

号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便

事業者による同条第二項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）によって開示請求

が行われる場合には、前項各号のいずれかに規定する書類を複写機等を用いて複写したも

のの提出を求め、開示請求を行う者が当該開示請求に係る本人確認情報の本人であること

を確認するものとする。 

（平一五規則四九・平二七規則五五・平二七規則七三・一部改正） 

（開示に関する通知） 

第四条 知事は、開示請求を行った者（以下「開示請求者」という。）に対して、本人確認

情報開示に関する通知書（様式第三号）により本人確認情報の開示の日時等を通知するも

のとする。 

２ 法第三十条の三十三第二項の規定による通知は、本人確認情報開示期限延長通知書（様

式第四号）により行うものとする。 

（平二七規則五五・一部改正） 

（開示の方法等） 

第五条 本人確認情報の開示は、本人確認情報確認書（様式第五号）の交付により行うもの

とする。ただし、開示請求者の同意又は請求に基づき、本人確認情報が表示された電子計
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算機の表示装置（以下「表示装置」という。）の閲覧により本人確認情報の開示を行うこ

とができる。 

２ 第三条第二項本文の規定は、本人確認情報の開示を受ける者について準用する。 

（費用負担） 

第六条 福岡県住民基本台帳法施行条例（平成十四年福岡県条例第八号。以下「条例」とい

う。）第八条の本人確認情報の開示に要する費用は、別表に定める額とする。 

２ 本人確認情報の開示を受ける者は、前項の費用を前納しなければならない。 

（平二一規則二〇・平二七規則五五・平二八規則四六・一部改正） 

（本人確認情報の訂正） 

第七条 法第三十条の三十五の申出（以下「本人確認情報の訂正等の申出」という。）は、

本人確認情報訂正等申出書（様式第六号）により行わなければならない。 

２ 第三条第二項及び第三項の規定は、本人確認情報の訂正等の申出を行う者について準用

する。 

３ 法第三十条の三十五の規定による通知は、本人確認情報調査結果通知書（様式第七号）

により行うものとする。 

（平一五規則四九・平二七規則五五・一部改正） 

別表（第六条関係） 

（平二七規則七三・一部改正） 

区分 金額 

一 本人確認情報確認書の交付 一枚につき 十円 

二 表示装置の閲覧 無料 
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